
福井県福井海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件
区第1号 越廼漁業協同組合 福井県福井市居倉の地

先
次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３６度０１分１７.５秒、東経１３５度５９分３８.８秒
（イ）北緯３６度０１分２０.７秒、東経１３５度５９分２９.６秒
（ウ）北緯３６度０１分１４.４秒、東経１３５度５９分２２.１秒
（エ）北緯３６度０１分１０.３秒、東経１３５度５９分３１.３秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 福井市大味地先、同茱
崎地先、同蒲生地先、
同居倉地先

なし

区第3号 河野村漁業協同組合 福井県南条郡南越前町
糠の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）、（カ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
（ア）北緯３５度５０分５２.８秒、東経１３６度０２分２０.４秒
（イ）北緯３５度５０分４９.０秒、東経１３６度０２分２４.７秒
（ウ）北緯３５度５０分４４.６秒、東経１３６度０２分２５.４秒
（エ）北緯３５度５０分４４.８秒、東経１３６度０２分２７.３秒
（オ）北緯３５度５０分４９.６秒、東経１３６度０２分２６.６秒
（カ）北緯３５度５０分５３.９秒、東経１３６度０２分２１.９秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 南条郡南越前町糠地先 なし

区第5号 河野村漁業協同組合 福井県南条郡南越前町
甲楽崎の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度５０分３３.６秒、東経１３６度０２分３１.３秒
（イ）北緯３５度５０分２２.３秒、東経１３６度０２分２３.３秒
（ウ）北緯３５度５０分１０.４秒、東経１３６度０２分３２.３秒
（エ）北緯３５度５０分１９.０秒、東経１３６度０２分４９.２秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 南条郡南越前町甲楽城
地先

なし

区第6号 河野村漁業協同組合 福井県南条郡南越前町
甲楽崎の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度５０分０２.２秒、東経１３６度０３分１７.５秒
（イ）北緯３５度４９分５５.９秒、東経１３６度０３分１１.４秒
（ウ）北緯３５度４９分４５.４秒、東経１３６度０３分２１.７秒
（エ）北緯３５度４９分５１.３秒、東経１３６度０３分３０.７秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 南条郡南越前町甲楽城
地先

なし

区第7号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市杉津地先 次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度４４分０７.２秒、東経１３６度０５分１７.８秒
（イ）北緯３５度４４分０３.３秒、東経１３６度０５分１４.１秒
（ウ）北緯３５度４３分４３.７秒、東経１３６度０５分４０.３秒
（エ）北緯３５度４３分４７.５秒、東経１３６度０５分４４.０秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市杉津地先、同元
比田地先、同横浜地
先、同阿曾地先

なし

区第8号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市赤崎の地
先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度４０分５９.７秒、東経１３６度０４分４３.７秒
（イ）北緯３５度４１分１０.４秒、東経１３６度０４分４８.４秒
（ウ）北緯３５度４１分０８.２秒、東経１３６度０４分５６.３秒
（エ）北緯３５度４０分５８.３秒、東経１３６度０４分５１.１秒

第一種区画漁業 たこ類小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市赤崎地先、同田
結地先、同鞠山地先

なし

区第10号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市櫛川の地
先

次の基点第５４６号、（ア）、（イ）および基点第３３７号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第３３７号　北緯３５度３９分４８.５秒、東経１３６度０２分４４.０秒
基点第５４６号　北緯３５度３９分３９.８秒、東経１３６度０２分３８.６秒
（ア）北緯３５度３９分３８.３秒、東経１３６度０２分４２.３秒
（イ）北緯３５度３９分４９.７秒、東経１３６度０２分４８.９秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類小割式養
殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市松島地先 なし

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
区第11号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市名子の地

先
次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度４０分４１.７秒、東経１３６度０２分０７.０秒
（イ）北緯３５度４０分４４.７秒、東経１３６度０１分５８.８秒
（ウ）北緯３５度４０分３９.５秒、東経１３６度０１分５４.１秒
（エ）北緯３５度４０分３６.０秒、東経１３６度０２分０３.２秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類小割式養
殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市名子地先 なし

区第12号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市縄間の地
先

次の基点第４８８号、（ア）、（イ）の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
基点第４８８号　北緯３５度４０分４４.４秒、東経１３６度０１分４１.０秒
（ア）北緯３５度４０分５７.７秒、東経１３６度０１分４６.８秒
（イ）北緯３５度４０分５６.３秒、東経１３６度０１分３１.９秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市縄間地先 なし

区第13号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市縄間の地
先

次の（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
（ア）北緯３５度４１分１１.２秒、東経１３６度０１分３８.０秒
（イ）北緯３５度４１分１０.２秒、東経１３６度０１分４０.０秒
（ウ）北緯３５度４１分１２.４秒、東経１３６度０１分４１.９秒
（エ）北緯３５度４１分１３.５秒、東経１３６度０１分３９.８秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類小割式養
殖業および貝類垂下式
養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市縄間地先 なし

区第15号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市常宮の地
先

次の基点第１０１５号、（ア）、（イ）、（ウ）および基点第１０１５号の各点を順次に結んだ線
によって囲まれた区域
基点第１０１５号　北緯３５度４１分２０.６秒、東経１３６度０１分４８.１秒
（ア）北緯３５度４１分１７.０秒、東経１３６度０１分５２.１秒
（イ）北緯３５度４１分１２.５秒、東経１３６度０１分４８.３秒
（ウ）北緯３５度４１分１６.１秒、東経１３６度０１分４４.２秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類小割式養
殖業および貝類垂下式
養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市常宮地先 なし

区第16号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市沓の地先 次の基点第４４６号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および基点第４４８号の各点を順次に結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第４４６号　北緯３５度４１分３４.１秒、東経１３６度０２分０１.１秒
基点第４４８号　北緯３５度４１分３０.７秒、東経１３６度０２分２３.２秒
（ア）北緯３５度４１分３１.７秒、東経１３６度０２分０３.８秒
（イ）北緯３５度４１分３４.３秒、東経１３６度０２分０９.３秒
（ウ）北緯３５度４１分３５.８秒、東経１３６度０２分１３.０秒
（エ）北緯３５度４１分２８.９秒、東経１３６度０２分１６.８秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類小割式養
殖業および貝類垂下式
養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市沓地先 なし

区第17号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市手の地先 次の基点第４９９号、（ア）、（イ）および（ウ）の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸
線とによって囲まれた区域
基点第４４９号　北緯３５度４２分４２.０秒、東経１３６度０２分１９.８秒
（ア）北緯３５度４２分４３.２秒、東経１３６度０２分３１.６秒
（イ）北緯３５度４２分２３.３秒、東経１３６度０２分３８.８秒
（ウ）北緯３５度４２分２１.５秒、東経１３６度０２分２９.０秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類小割式養
殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市手地先 なし

区第18号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市手の地先 次の基点第１０１４号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および基点第３４０号の各点を順次に結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第３４０号　北緯３５度４３分０１.６秒、東経１３６度０２分１２.５秒
基点第１０１４号　北緯３５度４２分５５.３秒、東経１３６度０２分２０.１秒
（ア）北緯３５度４２分５８.６秒、東経１３６度０２分２６.０秒
（イ）北緯３５度４３分０６.２秒、東経１３６度０２分２２.３秒
（ウ）北緯３５度４３分１５.７秒、東経１３６度０２分１８.６秒
（エ）北緯３５度４３分１６.４秒、東経１３６度０２分１１.８秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市手地先 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
区第20号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市色浜の地

先
次の基点第８２号、（ア）、（イ）、（ウ）の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線に
よって囲まれた区域
基点第８２号　北緯３５度４３分３３.３秒、東経１３６度０２分１８.０秒
（ア）北緯３５度４３分３５.６秒、東経１３６度０２分２１.０秒
（イ）北緯３５度４３分４８.３秒、東経１３６度０２分１４.６秒
（ウ）北緯３５度４３分４６.０秒、東経１３６度０２分１１.６秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市色浜地先 なし

区第21号 敦賀市漁業協同組合 福井県敦賀市色浜の地
先

次の基点第４５０号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および基点第８５号の各点を順次に結んだ
線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第８５号　北緯３５度４４分１９.５秒、東経１３６度０１分４１.７秒
基点第４５０号　北緯３５度４３分５２.４秒、東経１３６度０２分０３.３秒
（ア）北緯３５度４３分５３.８秒、東経１３６度０２分０９.０秒
（イ）北緯３５度４４分０３.５秒、東経１３６度０２分０１.９秒
（ウ）北緯３５度４４分１４.６秒、東経１３６度０１分５１.５秒
（エ）北緯３５度４４分２１.０秒、東経１３６度０１分４７.４秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 敦賀市色浜地先、同浦
底地先

なし

区第22号 美浜町漁業協同組合 福井県三方郡美浜町丹
生の地先

次の基点第１０１号と基点第１０６号とを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
ただし、基点第１０２号と基点第１０４号とを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域を除く。
基点第１０１号　北緯３５度４２分２１.９秒、東経１３５度５７分５８.１秒
基点第１０２号　北緯３５度４２分２４.３秒、東経１３５度５７分５１.５秒
基点第１０４号　北緯３５度４２分２６.９秒、東経１３５度５７分４４.５秒
基点第１０６号　北緯３５度４２分２９.３秒、東経１３５度５８分２２.３秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類小割式養
殖業および貝類垂下式
養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方郡美浜町丹生地先 なし

区第23号 美浜町漁業協同組合 福井県三方郡美浜町丹
生の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度４１分５０.４秒、東経１３５度５８分２０.９秒
（イ）北緯３５度４１分４９.８秒、東経１３５度５８分１２.３秒
（ウ）北緯３５度４１分３６.９秒、東経１３５度５８分１０.６秒
（エ）北緯３５度４１分３６.３秒、東経１３５度５８分２０.６秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方郡美浜町丹生地先 なし

区第25号 美浜町漁業協同組合 福井県三方郡美浜町日
向の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３６分３８.９秒、東経１３５度５３分２４.０秒
（イ）北緯３５度３６分３４.４秒、東経１３５度５３分０８.７秒
（ウ）北緯３５度３６分１２.７秒、東経１３５度５３分１７.６秒
（エ）北緯３５度３６分１６.０秒、東経１３５度５３分３３.７秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方郡美浜町日向地先 なし

区第26号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町常神の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）および基点第５００号の各点を順次に結んだ線と御神島最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第５００号　北緯３５度３８分２１.９秒、東経１３５度４８分２６.７秒
（ア）北緯３５度３７分４８.３秒、東経１３５度４８分１６.２秒
（イ）北緯３５度３７分５２.１秒、東経１３５度４８分４５.１秒
（ウ）北緯３５度３８分２１.２秒、東経１３５度４８分４４.６秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 12月16日から翌3月15
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町常神
地先

なし

区第27号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町常神の地先

次の基点第３５６号、基点第１４２号、（ア）および基点第１５１号の各点を順次に結んだ
線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第１４２号　北緯３５度３７分５９.３秒、東経１３５度４９分００.４秒
基点第１５１号　北緯３５度３７分４３.２秒、東経１３５度４９分２２.６秒
基点第３５６号　北緯３５度３７分５４.１秒、東経１３５度４９分３２.７秒
（ア）北緯３５度３７分４０.７秒、東経１３５度４９分０７.０秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町常神
地先

なし

区第28号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町常神の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）および（エ）の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
（ア）北緯３５度３８分１２.６秒、東経１３５度４９分１４.２秒
（イ）北緯３５度３８分０６.４秒、東経１３５度４９分１６.５秒
（ウ）北緯３５度３８分０４.７秒、東経１３５度４９分２９.６秒
（エ）北緯３５度３７分４９.８秒、東経１３５度４９分５８.７秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類小割式養
殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町常神
地先

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
区第30号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭

町常神の地先
次の点（ア）、（イ）および基点第３５６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域
基点第３５６号　北緯３５度３７分５４.１秒、東経１３５度４９分３２.７秒
（ア）北緯３５度３７分４９.８秒、東経１３５度４９分５８.７秒
（イ）北緯３５度３７分５８.８秒、東経１３５度４９分３１.３秒

第一種区画漁業 魚類・いか類・たこ類小
割式養殖業および貝類
垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町常神
地先

なし

区第31号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町神子の地先

次の基点第１５１号、（ア）、（イ）および基点第１５３号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第１５１号　北緯３５度３７分４３.２秒、東経１３５度４９分２２.６秒
基点第１５３号　北緯３５度３７分２５.５秒、東経１３５度４９分３４.４秒
（ア）北緯３５度３７分４０.７秒、東経１３５度４９分０７.０秒
（イ）北緯３５度３７分１９.４秒、東経１３５度４９分１１.７秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町神子
地先

なし

区第32号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町神子の地先

次の基点第３５９号、（ア）、（イ）、（ウ）および（エ）の各点を順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点第３５９号　北緯３５度３７分２０.９秒、東経１３５度５０分０４.３秒
（ア）北緯３５度３７分２２.１秒、東経１３５度５０分１０.４秒
（イ）北緯３５度３７分１７.０秒、東経１３５度５０分１０.７秒
（ウ）北緯３５度３７分１６.２秒、東経１３５度４９分５９.４秒
（エ）北緯３５度３７分２３.５秒、東経１３５度４９分５９.４秒

第一種区画漁業 魚類・いか類小割式養
殖業および貝類垂下式
養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町神子
地先

なし

区第33号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町神子の地先

次の基点第３６０号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および基点第１５６号の各点を順次に結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
ただし、基点第３６０号、（カ）、（オ）および基点第４２０号の各点を順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除く。
基点第１５６号　北緯３５度３６分２９.７秒、東経１３５度４９分３８.２秒
基点第３６０号　北緯３５度３６分５７.２秒、東経１３５度５０分０８.４秒
基点第４２０号　北緯３５度３６分４１.２秒、東経１３５度４９分３８.８秒
（ア）北緯３５度３７分１０.０秒、東経１３５度５０分０６.２秒
（イ）北緯３５度３７分１３.３秒、東経１３５度４９分５０.４秒
（ウ）北緯３５度３６分５９.８秒、東経１３５度４９分２２.８秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町神子
地先

なし

区第35号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町小川の地先

次の基点第１６１号、基点第３７２号および基点第１５８号の各点を順次に結んだ線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第１５８号　北緯３５度３６分１０.４秒、東経１３５度４９分５６.０秒
基点第１６１号　北緯３５度３６分０９.０秒、東経１３５度５０分３７.０秒
基点第３７２号　北緯３５度３６分０５.０秒、東経１３５度４９分５５.６秒

第一種区画漁業 魚類・いか類小割式養
殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町小川
地先

なし

区第36号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町小川の地先

次の基点第１６１号、基点第３７２号、（ア）、（イ）、基点第１６２号および基点第１６１号の
各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第１６１号　北緯３５度３６分０９.０秒、東経１３５度５０分３７.０秒
基点第１６２号　北緯３５度３６分０５.１秒、東経１３５度５０分３９.５秒
基点第３７２号　北緯３５度３６分０５.０秒、東経１３５度４９分５５.５秒
（ア）北緯３５度３５分５２.０秒、東経１３５度４９分５４.４秒
（イ）北緯３５度３５分４３.５秒、東経１３５度５０分２１.８秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町小川
地先

なし

区第37号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町遊子の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３６分０７.４秒、東経１３５度５１分０８.０秒
（イ）北緯３５度３５分５８.９秒、東経１３５度５１分１３.７秒
（ウ）北緯３５度３６分０１.２秒、東経１３５度５１分１６.４秒
（エ）北緯３５度３６分０９.０秒、東経１３５度５１分１１.５秒

第一種区画漁業 魚類・いか類小割式養
殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町遊子
地先

なし

区第38号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町遊子および塩坂越の
地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３５分５６.４秒、東経１３５度５１分１２.８秒
（イ）北緯３５度３５分５６.４秒、東経１３５度５１分００.８秒
（ウ）北緯３５度３５分４７.３秒、東経１３５度５１分０３.５秒
（エ）北緯３５度３５分４５.９秒、東経１３５度５１分１５.３秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町遊子
地先、同塩坂越地先

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
区第50号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭

町塩坂越の地先
次の基点第５５３号と（ア）とを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第５５３号　北緯３５度３５分３１.３秒、東経１３５度５１分１４.８秒
（ア）北緯３５度３５分２５.４秒、東経１３５度５１分２３.３秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町塩坂
越地先

なし

区第51号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町塩坂越の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３５分２６.９秒、東経１３５度５１分１５.７秒
（イ）北緯３５度３５分２３.５秒、東経１３５度５１分０４.５秒
（ウ）北緯３５度３５分１７.０秒、東経１３５度５１分０７.５秒
（エ）北緯３５度３５分２０.４秒、東経１３５度５１分１８.７秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町塩坂
越地先

なし

区第52号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町世久見の地先

次の基点第５０１号、（ア）、（イ）および基点第５５４号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第５０１号　北緯３５度３４分３５.６秒、東経１３５度５０分５２.３秒
基点第５５４号　北緯３５度３４分２６.１秒、東経１３５度５０分５５.４秒
（ア）北緯３５度３４分２３.７秒、東経１３５度５０分４０.７秒
（イ）北緯３５度３４分１９.３秒、東経１３５度５０分４７.９秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町世久
見地先

なし

区第53号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町世久見の地先

次の基点第５１５号、（ア）、（イ）、（ウ）、基点第５０３号および基点第５１５号の各点を順
次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第５０３号　北緯３５度３４分０５.８秒、東経１３５度５０分２３.６秒
基点第５１５号　北緯３５度３４分４２.１秒、東経１３５度５０分５５.３秒
（ア）北緯３５度３４分５６.０秒、東経１３５度５０分３３.３秒
（イ）北緯３５度３４分０６.７秒、東経１３５度４９分５７.８秒
（ウ）北緯３５度３３分５９.３秒、東経１３５度５０分１４.８秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町世久
見地先

なし

区第55号 若狭三方漁業協同組合 福井県三方上中郡若狭
町世久見の地先

次の基点第５１６号、（ア）および基点第３６９号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点第３６９号　北緯３５度３４分０７.３秒、東経１３５度４９分３９.７秒
基点第５１６号　北緯３５度３３分４６.８秒、東経１３５度４９分５８.０秒
（ア）北緯３５度３３分４８.９秒、東経１３５度５０分００.９秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類・いか類小
割式養殖業および貝類
垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 三方上中郡若狭町世久
見地先

なし

区第56号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市田烏の地
先

次の点（ア）、（イ）および基点第５１８号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域
ただし、基点第４２３号と基点第５１７号とを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域を除く。
基点第４２３号　北緯３５度３３分０３.７秒、東経１３５度４９分１９.１秒
基点第５１７号　北緯３５度３２分５８.２秒、東経１３５度４９分２９.２秒
基点第５１８号　北緯３５度３２分２８.８秒、東経１３５度４９分３６.７秒
（ア）北緯３５度３３分３０.７秒、東経１３５度４８分４２.６秒
（イ）北緯３５度３４分０６.７秒、東経１３５度４９分５７.８秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市田烏地先 なし

区第57号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市田烏の地
先

次の基点第５１８号、（ア）および基点第５６２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点第５１８号　北緯３５度３２分２８.８秒、東経１３５度４９分５８.０秒
基点第５６２号　北緯３５度３２分２６.６秒、東経１３５度４９分５２.５秒
（ア）北緯３５度３２分２２.３秒、東経１３５度４９分３６.０秒

第一種区画漁業 魚類・いか類・たこ類小
割式養殖業および貝類
垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市田烏地先 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
区第58号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市田烏の地

先
次の基点第４６４号、（ア）、（イ）および基点第１７５号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第１７５号　北緯３５度３２分１５.８秒、東経１３５度４８分４５.１秒
基点第４６４号　北緯３５度３２分００.９秒、東経１３５度４９分３３.７秒
（ア）北緯３５度３２分１７.１秒、東経１３５度４９分３５.５秒
（イ）北緯３５度３２分４１.８秒、東経１３５度４８分４４.３秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市田烏地先 なし

区第60号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市矢代の地
先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３２分１４.１秒、東経１３５度４８分１０.０秒
（イ）北緯３５度３１分４６.８秒、東経１３５度４８分３７.７秒
（ウ）北緯３５度３１分５６.７秒、東経１３５度４８分５４.８秒
（エ）北緯３５度３２分２５.５秒、東経１３５度４８分２６.８秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業およ
び貝類垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市矢代地先 なし

区第61号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市矢代の地
先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３１分５４.８秒、東経１３５度４８分２３.７秒
（イ）北緯３５度３１分４８.７秒、東経１３５度４８分２６.３秒
（ウ）北緯３５度３１分５０.７秒、東経１３５度４８分３０.５秒
（エ）北緯３５度３１分５７.３秒、東経１３５度４８分２７.４秒

第一種区画漁業 魚類・いか類・たこ類小
割式養殖業およびうに
類垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市矢代地先 なし

区第62号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市志穂の地
先

次の基点第４８１号、（ア）、（イ）および基点第２９０号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
ただし、（ウ）と（エ）とを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除く。
基点第２９０号　北緯３５度３１分５１.１秒、東経１３５度４７分４３.３秒
基点第４８１号　北緯３５度３１分５７.６秒、東経１３５度４８分１５.８秒
（ア）北緯３５度３２分１２.５秒、東経１３５度４８分００.４秒
（イ）北緯３５度３２分１０.６秒、東経１３５度４７分４３.２秒
（ウ）北緯３５度３１分４０.６秒、東経１３５度４８分００.４秒
（エ）北緯３５度３１分４１.４秒、東経１３５度４７分４４.９秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市志積地先 なし

区第63号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市犬熊の地
先

次の基点第２９０号、（ア）および基点第３７３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点第２９０号　北緯３５度３１分５１.１秒、東経１３５度４７分４３.３秒
基点第３７３号　北緯３５度３１分５８.９秒、東経１３５度４７分１６.６秒
（ア）北緯３５度３２分０８.６秒、東経１３５度４７分４３.２秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業、藻
類垂下式養殖業および
貝類垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市犬熊地先 なし

区第65号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市阿納の地
先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
（ア）北緯３５度３２分００.２秒、東経１３５度４７分２０.２秒
（イ）北緯３５度３２分０４.８秒、東経１３５度４７分３２.９秒
（ウ）北緯３５度３２分２３.０秒、東経１３５度４７分３７.０秒
（エ）北緯３５度３２分２０.１秒、東経１３５度４７分３０.０秒
（オ）北緯３５度３２分０７.５秒、東経１３５度４７分１５.４秒

第一種区画漁業 魚類・いか類小割式養
殖業、貝類垂下式養殖
業、藻類垂下式養殖業
およびうに類垂下式養
殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市阿納地先 なし

区第66号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市西小川の
地先

次の基点第５６３号、（ア）、（イ）（ウ）、（エ）および基点第４１５号の各点を順次に結んだ
線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第４１５号　北緯３５度３２分３７.９秒、東経１３５度４６分１２.０秒
基点第５６３号　北緯３５度３２分５８.５秒、東経１３５度４６分０２.８秒
（ア）北緯３５度３２分５５.３秒、東経１３５度４６分０１.３秒
（イ）北緯３５度３２分５７.０秒、東経１３５度４５分５６.０秒
（ウ）北緯３５度３２分４５.２秒、東経１３５度４５分５１.６秒
（エ）北緯３５度３２分４１.３秒、東経１３５度４６分０１.４秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類小割式養
殖業および貝類垂下式
養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市西小川地先 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
区第67号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市西小川の

地先
次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３２分４３.８秒、東経１３５度４５分５５.９秒
（イ）北緯３５度３２分５５.３秒、東経１３５度４６分０１.４秒
（ウ）北緯３５度３２分５９.１秒、東経１３５度４５分４９.４秒
（エ）北緯３５度３２分４６.５秒、東経１３５度４５分４８.３秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市西小川地先 なし

区第68号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市加尾の地
先

次の基点第３７６号と基点第３７７号とを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第３７６号　北緯３５度３２分３６.６秒、東経１３５度４５分５８.７秒
基点第３７７号　北緯３５度３２分３９.２秒、東経１３５度４５分５４.０秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市加尾地先 なし

区第70号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市宇久の地
先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３２分４７.６秒、東経１３５度４５分２１.６秒
（イ）北緯３５度３２分４５.８秒、東経１３５度４５分２１.５秒
（ウ）北緯３５度３２分４５.５秒、東経１３５度４５分１７.７秒
（エ）北緯３５度３２分４７.２秒、東経１３５度４５分１７.７秒

第一種区画漁業 魚類・たこ類小割式養
殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市宇久地先 なし

区第71号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市泊の地先 次の基点第５２０号、（ア）、（イ）、（ウ）および（エ）の各点を順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点第５２０号　北緯３５度３２分３３.４秒、東経１３５度４１分３９.８秒
（ア）北緯３５度３２分３０.２秒、東経１３５度４１分３９.６秒
（イ）北緯３５度３２分２９.３秒、東経１３５度４２分０６.９秒
（ウ）北緯３５度３２分３５.８秒、東経１３５度４２分０７.３秒
（エ）北緯３５度３２分３５.４秒、東経１３５度４１分４１.８秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業およ
び貝類垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市泊地先 なし

区第72号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市仏谷の地
先

次の基点第１９２号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および基点第１９４号の各点を順次に結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第１９２号　北緯３５度３１分３１.７秒、東経１３５度４４分０１.７秒
基点第１９４号　北緯３５度３１分５４.２秒、東経１３５度４４分０９.３秒
（ア）北緯３５度３１分１８.１秒、東経１３５度４３分３８.７秒
（イ）北緯３５度３１分１２.７秒、東経１３５度４３分４０.１秒
（ウ）北緯３５度３１分２７.９秒、東経１３５度４４分２４.８秒
（エ）北緯３５度３１分３９.６秒、東経１３５度４４分３７.１秒

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市仏谷地先 なし

区第73号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市若狭の地
先

次の基点第１９４号、（ア）および基点第１９６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点第１９４号　北緯３５度３１分５４.２秒、東経１３５度４４分０９.３秒
基点第１９６号　北緯３５度３２分０５.３秒、東経１３５度４４分４８.４秒
（ア）北緯３５度３１分４７.２秒、東経１３５度４４分２２.６秒

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市若狭地先、同甲
ケ崎地先

なし

区第75号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市甲ケ崎の
地先

次の基点第１９８号と基点第１９９号とを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
ただし、（ア）、（イ）および（ウ）の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって
囲まれた区域を除く。
基点第１９８号　北緯３５度３２分０７.６秒、東経１３５度４５分００.８秒
基点第１９９号　北緯３５度３２分０１.３秒、東経１３５度４５分１８.７秒
（ア）北緯３５度３１分５５.８秒、東経１３５度４５分４９.５秒
（イ）北緯３５度３２分１６.２秒、東経１３５度４５分４６.３秒
（ウ）北緯３５度３２分１６.２秒、東経１３５度４５分２６.５秒

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市若狭地先、同甲
ケ崎地先

なし

区第76号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市福谷の地
先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３１分３２.６秒、東経１３５度４４分５０.４秒
（イ）北緯３５度３１分３９.６秒、東経１３５度４４分３７.１秒
（ウ）北緯３５度３１分２７.０秒、東経１３５度４４分２６.４秒
（エ）北緯３５度３１分１７.２秒、東経１３５度４４分４３.４秒

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市小松原地先、同
新小松原地先、同下竹
原地先、同福谷地先、
同羽賀地先、同水取地
先、同生守地先、同下
根来地先

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
区第77号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市青井の地

先
次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度２９分４４.２秒、東経１３５度４３分４５.２秒
（イ）北緯３５度２９分５１.７秒、東経１３５度４３分３２.２秒
（ウ）北緯３５度２９分４３.７秒、東経１３５度４３分２５.４秒
（エ）北緯３５度２９分３６.２秒、東経１３５度４３分３８.４秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市小松原地先、同
下竹原地先、同新小松
原地先、同福谷地先、
同北塩屋地先、同山王
前地先、同松ケ崎地
先、同湊地先、同堀屋
敷地先

なし

区第78号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市岡津の地
先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）および基点第２１１号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点第２１１号　北緯３５度２９分０４.０秒、東経１３５度３９分２３.５秒
（ア）北緯３５度２９分１３.７秒、東経１３５度３９分２８.１秒
（イ）北緯３５度２９分１７.７秒、東経１３５度３９分２１.８秒
（ウ）北緯３５度２９分０８.０秒、東経１３５度３９分１７.２秒

第一種区画漁業 たこ小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市東勢地先、同西
勢地先、同飯飯地先、
同加斗地先

なし

区第80号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市堅海の地
先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３２分２２.７秒、東経１３５度４２分５９.２秒
（イ）北緯３５度３２分２２.０秒、東経１３５度４２分５７.３秒
（ウ）北緯３５度３２分１９.６秒、東経１３５度４２分５７.３秒
（エ）北緯３５度３２分１８.９秒、東経１３５度４２分５８.９秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 小浜市堅海地先 なし

区第81号 大島漁業協同組合 福井県大飯郡おおい町
長井の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）、（カ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
（ア）北緯３５度２９分０７.０秒、東経１３５度３８分０９.１秒
（イ）北緯３５度２９分１１.３秒、東経１３５度３８分０７.２秒
（ウ）北緯３５度２９分１０.２秒、東経１３５度３７分５６.７秒
（エ）北緯３５度２９分１２.９秒、東経１３５度３７分４９.３秒
（オ）北緯３５度２９分０９.８秒、東経１３５度３７分４６.５秒
（カ）北緯３５度２９分０５.８秒、東経１３５度３７分５９.０秒

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡おおい町大島地
先、同犬見地先

なし

区第82号 大島漁業協同組合 福井県大飯郡おおい町
小堀の地先

次の基点第４３３号、（ア）、（イ）および基点第２１５号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第２１５号　北緯３５度２８分５６.３秒、東経１３５度３６分１８.１秒
基点第４３３号　北緯３５度２８分５６.７秒、東経１３５度３６分２８.０秒
（ア）北緯３５度２９分１１.４秒、東経１３５度３６分２９.５秒
（イ）北緯３５度２９分１３.５秒、東経１３５度３６分２１.１秒

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡おおい町犬見地
先

なし

区第83号 大島漁業協同組合 福井県大飯郡おおい町
大島の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３１分２５.５秒、東経１３５度３９分０４.２秒
（イ）北緯３５度３１分３３.５秒、東経１３５度３８分５７.５秒
（ウ）北緯３５度３１分２７.７秒、東経１３５度３８分３９.８秒
（エ）北緯３５度３１分１７.２秒、東経１３５度３８分４９.４秒

第一種区画漁業 魚類・いか類小割式養
殖業および貝類垂下式
養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡おおい町大島地
先

なし

区第85号 大島漁業協同組合 福井県大飯郡おおい町
大島の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３１分３１.７秒、東経１３５度４０分２１.３秒
（イ）北緯３５度３２分０１.０秒、東経１３５度４０分１１.５秒
（ウ）北緯３５度３２分００.２秒、東経１３５度４０分０３.６秒
（エ）北緯３５度３１分３０.９秒、東経１３５度４０分１３.４秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡おおい町大島地
先

なし

区第86号 大島漁業協同組合 福井県大飯郡おおい町
大島の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３１分２５.５秒、東経１３５度３９分０４.２秒
（イ）北緯３５度３１分２９.５秒、東経１３５度３９分００.８秒
（ウ）北緯３５度３１分２１.１秒、東経１３５度３８分４５.８秒
（エ）北緯３５度３１分１７.２秒、東経１３５度３８分４９.４秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業およ
び貝類垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡おおい町大島地
先

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
区第87号 大島漁業協同組合 福井県大飯郡おおい町

大島の地先
次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３１分２１.９秒、東経１３５度３９分１０.９秒
（イ）北緯３５度３１分０６.５秒、東経１３５度３９分００.３秒
（ウ）北緯３５度３０分５６.０秒、東経１３５度３９分１２.７秒
（エ）北緯３５度３１分１１.５秒、東経１３５度３９分２３.４秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業およ
び貝類垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡おおい町大島地
先

なし

区第88号 若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町車
持の地先

次の基点第２１５号、（ア）および基点第２１６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点第２１５号　北緯３５度２８分５６.３秒、東経１３５度３６分１８.１秒
基点第２１６号　北緯３５度２９分２５.４秒、東経１３５度３５分３２.６秒
（ア）北緯３５度２９分１３.５秒、東経１３５度３６分２１.１秒

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡高浜町和田地先 なし

区第100号 若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町小
黒飯の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３０分４３.２秒、東経１３５度３０分４１.０秒
（イ）北緯３５度３０分４３.９秒、東経１３５度３０分３８.４秒
（ウ）北緯３５度３０分４６.５秒、東経１３５度３０分３８.４秒
（エ）北緯３５度３０分４５.８秒、東経１３５度３０分４０.９秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業およ
び貝類垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡高浜町小黒飯地
先

なし

区第101号 若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町音
海の地先

次の基点第５５８号、（ア）、（イ）および（ウ）の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸
線とによって囲まれた区域
基点第５５８号　北緯３５度３２分２０.３秒、東経１３５度２９分５０.１秒
（ア）北緯３５度３２分１７.１秒、東経１３５度２９分４３.１秒
（イ）北緯３５度３２分１７.２秒、東経１３５度３０分０９.９秒
（ウ）北緯３５度３２分２４.０秒、東経１３５度３０分０９.５秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡高浜町音海地先 なし

区第102号 若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町神
野浦の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３１分３３.４秒、東経１３５度２９分４０.６秒
（イ）北緯３５度３１分３４.１秒、東経１３５度２９分３７.３秒
（ウ）北緯３５度３１分２７.６秒、東経１３５度２９分３５.３秒
（エ）北緯３５度３１分２６.７秒、東経１３５度２９分３８.７秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業およ
び貝類垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡高浜町神野浦地
先

なし

区第103号 若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町日
引の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）、（カ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
（ア）北緯３５度３２分２１.１秒、東経１３５度２８分５０.６秒
（イ）北緯３５度３２分３０.０秒、東経１３５度２８分４３.０秒
（ウ）北緯３５度３２分２４.１秒、東経１３５度２８分２８.０秒
（エ）北緯３５度３２分１７.７秒、東経１３５度２８分３４.３秒
（オ）北緯３５度３２分１０.７秒、東経１３５度２８分２７.６秒
（カ）北緯３５度３２分０５.８秒、東経１３５度２８分３５.０秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業およ
び貝類垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡高浜町日引地先 なし

区第105号 若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町上
瀬の地先

次の基点第３９９号、（ア）、（イ）、基点第４００号および基点第３９９号の各点を順次に結
んだ線によって囲まれた区域
基点第３９９号　北緯３５度３２分４７.６秒、東経１３５度２８分４７.６秒
基点第４００号　北緯３５度３３分１０.９秒、東経１３５度２９分０１.２秒
（ア）北緯３５度３２分４４.３秒、東経１３５度２８分５６.６秒
（イ）北緯３５度３３分０７.８秒、東経１３５度２９分１０.３秒

第一種区画漁業 藻類垂下式養殖業 10月1日から翌年4月30
日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡高浜町上瀬地先 なし

区第106号 若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町上
瀬の地先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）および（ア）の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
（ア）北緯３５度３３分０２.２秒、東経１３５度２８分０５.１秒
（イ）北緯３５度３３分０８.０秒、東経１３５度２８分５９.５秒
（ウ）北緯３５度３３分０９.６秒、東経１３５度２８分５５.１秒
（エ）北緯３５度３３分０３.６秒、東経１３５度２８分５１.７秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡高浜町上瀬地先 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
区第107号 小浜市漁業協同組合 福井県小浜市甲ケ崎の

地先
次の基点第１９９号、（ア）、（イ）、（ウ）と基点第３８１号の各点を順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第１９９号　北緯３５度３２分０１.３秒、東経１３５度４５分１８.７秒
基点第３８１号　北緯３５度３１分４４.７秒、東経１３５度４５分０３.６秒
（ア）北緯３５度３２分０３.０秒、東経１３５度４５分１３.９秒
（イ）北緯３５度３１分５６.０秒、東経１３５度４５分０３.７秒
（ウ）北緯３５度３１分４６.８秒、東経１３５度４５分００.６秒

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 大飯郡高浜町甲ケ崎地
先

なし

区第2号 越廼漁業協同組合 福井県福井市茱崎の地
先

次の点（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）、（カ）、（キ）、（ク）、（ケ）、（コ）、（サ）および（ア）を
順次に結んだ線によって囲まれた区域
（ア）北緯３６度０２分３３.４秒、東経１３６度００分３７.９秒
（イ）北緯３６度０２分３３.３秒、東経１３６度００分３８.５秒
（ウ）北緯３６度０２分３２.５秒、東経１３６度００分４０.０秒
（エ）北緯３６度０２分３２.７秒、東経１３６度００分４０.４秒
（オ）北緯３６度０２分３９.６秒、東経１３６度００分４０.３秒
（カ）北緯３６度０２分４０.１秒、東経１３６度００分４１.８秒
（キ）北緯３６度０２分４２.７秒、東経１３６度００分４０.１秒
（ク）北緯３６度０２分４１.２秒、東経１３６度００分３６.６秒
（ケ）北緯３６度０２分３９.５秒、東経１３６度００分３７.７秒
（コ）北緯３６度０２分３８.６秒、東経１３６度００分３７.７秒
（サ）北緯３６度０２分３７.２秒、東経１３６度００分３８.１秒

第一種区画漁業 魚類小割式養殖業およ
びうに類垂下式養殖業

1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 －

漁港区域においては、
漁港管理者が養殖筏等
の設置について必要な
指示をした場合は、当
該指示に従わなければ
ならない。

区第200号 野村雅人 福井県小浜市甲ケ崎の
地先

次の基点第１９６号、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）および基点第１９８号の各点を順次に
結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第１９６号　北緯３５度３２分０５.３秒、東経１３５度４４分４８.４秒
基点第１９８号　北緯３５度３２分０７.６秒、東経１３５度４５分００.８秒
（ア）北緯３５度３１分４７.２秒、東経１３５度４４分２２.６秒
（イ）北緯３５度３１分２８.２秒、東経１３５度４４分５８.８秒
（ウ）北緯３５度３１分４７.８秒、東経１３５度４４分５９.１秒
（エ）北緯３５度３１分５７.０秒、東経１３５度４５分０１.３秒
（オ）北緯３５度３２分０３.８秒、東経１３５度４５分１１.８秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 －

いかだ敷設等について
は、別途指令する指示
に従わなければならな
い。

区第201号 野村雅人 福井県小浜市甲ケ崎の
地先

次の基点第１９９号、（ア）、（イ）、（ウ）と基点第３８１号の各点を順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第１９９号　北緯３５度３２分０１.３秒、東経１３５度４５分１８.７秒
基点第３８１号　北緯３５度３１分４４.７秒、東経１３５度４５分０３.６秒
（ア）北緯３５度３２分０３.０秒、東経１３５度４５分１３.９秒
（イ）北緯３５度３１分５６.０秒、東経１３５度４５分０３.７秒
（ウ）北緯３５度３１分４６.８秒、東経１３５度４５分００.６秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 －

いかだ敷設等について
は、別途指令する指示
に従わなければならな
い。

区第202号 有限会社間宮真珠養殖
場

福井県大飯郡おおい町
小堀の地先

次の基点第２１４号、（ア）および基点第４３３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点第２１４号　北緯３５度２９分０５.６秒、東経１３５度３６分５３.１秒
基点第４３３号　北緯３５度２８分５６.７秒、東経１３５度３６分２８.０秒
（ア）北緯３５度２９分１１.４秒、東経１３５度３６分２９.５秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 －

いかだ敷設等について
は、別途指令する指示
に従わなければならな
い。

区第203号 若狭高浜漁業協同組合 福井県大飯郡高浜町車
持の地先

次の基点第２１５号、（ア）および基点第２１６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点第２１５号　北緯３５度２８分５６.３秒、東経１３５度３６分１８.１秒
基点第２１６号　北緯３５度２９分２５.４秒、東経１３５度３５分３２.６秒
（ア）北緯３５度２９分１３.５秒、東経１３５度３６分２１.１秒

第一種区画漁業 魚類養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 －

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
区第205号 若狭大月真珠養殖株式

会社
福井県大飯郡おおい町
犬見の地先

次の基点第２２２号、（ア）および基点第２２３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
基点第２２２号　北緯３５度２９分２４.４秒、東経１３５度３６分２３.１秒
基点第２２３号　北緯３５度２９分３０.６秒、東経１３５度３６分３７.２秒
（ア）北緯３５度２９分２３.７秒、東経１３５度３６分３５.２秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 －

いかだ敷設等について
は、別途指令する指示
に従わなければならな
い。

区第206号 若狭大月真珠養殖株式
会社

福井県大飯郡おおい町
犬見の地先

次の基点第２２３号、（ア）、（イ）および基点第２２４号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第２２３号　北緯３５度２９分３０.６秒、東経１３５度３６分３７.２秒
基点第２２４号　北緯３５度２９分２９.７秒、東経１３５度３７分１４.５秒
（ア）北緯３５度２９分２３.７秒、東経１３５度３６分３５.２秒
（イ）北緯３５度２９分２１.９秒、東経１３５度３７分０７.６秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 －

いかだ敷設等について
は、別途指令する指示
に従わなければならな
い。

区第207号 有限会社間宮真珠養殖
場

福井県大飯郡おおい町
犬見の地先

次の基点第２２４号、（ア）、（イ）および基点第２２５号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第２２４号　北緯３５度２９分２９.７秒、東経１３５度３７分１４.５秒
基点第２２５号　北緯３５度２９分２０.７秒、東経１３５度３７分２９.６秒
（ア）北緯３５度２９分２１.９秒、東経１３５度３７分０７.６秒
（イ）北緯３５度２９分１７.４秒、東経１３５度３７分２５.１秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 －

いかだ敷設等について
は、別途指令する指示
に従わなければならな
い。

区第208号 有限会社間宮真珠養殖
場

福井県大飯郡おおい町
犬見の地先

次の基点第２２６号、（ア）、（イ）および基点第４３４号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第２２６号　北緯３５度２９分２０.６秒、東経１３５度３７分３６.６秒
基点第４３４号　北緯３５度２９分３２.２秒、東経１３５度３７分４４.０秒
（ア）北緯３５度２９分１８.８秒、東経１３５度３７分３９.８秒
（イ）北緯３５度２９分２８.７秒、東経１３５度３７分４８.１秒

第一種区画漁業 真珠養殖業 1月1日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 －

いかだ敷設等について
は、別途指令する指示
に従わなければならな
い。


